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参考資料



１ 病床機能再編支援事業について

○概要

 ・地域医療構想調整会議の合意を踏まえて行う自主的な病
 床数の減少や統合を行う際の財政支援として、全額国費
 負担により事業を実施（令和２年度からの継続事業。）
 ※財源は地域医療介護総合確保基金を活用。

 ・令和２年度～令和８年度末までに稼働病床（回復期を除
 く）を１割以上減少した医療機関に対して、病床稼働率
 に応じた給付金（1床あたり100～200万円程度）を支給す
 るもの。
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２ 給付対象の判断基準について

地域医療構想調整会議において、引き続き、地域のニー
ズに応じた医療を提供する役割を担うことが確認できた医
療機関が給付対象となる。

例：急性期、慢性期病床の病床数を減少し、回復期機能の強化を図る
地域のニーズを踏まえ、外来、在宅医療等に注力する 等

病床数の減少後も地域で
必要な役割を担う場合

病床数の減少に伴い
医療機関を廃止する場合

※ただし事業承継等により、地域に必要な
医療が継続して提供される場合は除く。

対 象

対象外

＜具体的なイメージ＞

4



３ 事業スケジュール（予定）
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厚生労働省 県 医療機関

～１０月

１１月

１２月

１月

２月

④地域調整会議

②協議書提出依頼

③協議書提出

⑥医療審議会

⑦給付決定

⑤給付申請

①内示
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